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民事司法を利用しやすくする懇談会
 

設置の概要

国会議員
（各党法務関係者）

経済団体 労働団体 消費者団体

学識経験者 法曹関係者

目的：関係諸機関への民事司法改革に関する問題提起と提言

事務局

予算支出（旅費・会議室費・印刷費など）

民事司法改革

 推進本部

立法対策
センター

日弁連日弁連

司法改革調査室嘱託

民事司法
関連委員会

立法対策室嘱託

連携

日弁連に委託（人出し等を要請）運営会議
準備会が設立後に名称変更

情報提供

意見交換
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